
お一人での参加も大歓迎！
「ママ・パパ学級」のお知らせ

　平成 25 年 11 月から平成 26 年 1 月まで出

産予定のママ・パパを対象に、「ママ・パパ学級」

を開催します！

　赤ちゃんの沐浴やパパの妊婦体験、母乳栄養

や母親の栄養について、皆さんと楽しく学びま

しょう！ 

●日程／ 9 月 30 日（月）13：30 ～ 15：30

●受付時間／ 13：00 ～ 13：20

●内容／参加者全員：赤ちゃんの沐浴説明

　講師：市立角館総合病院　助産師

①沐浴パパ体験コース：先着 9 組

　パパの沐浴体験、パパの妊婦体験

②沐浴・母乳育児コース：申込制限なし

　◎母乳育児について

　　講師：市立角館総合病院　助産師

　◎ママの上手な食事のとり方

　　講師：保健課栄養士

●会場／健康管理センター（角館交流センター

　となり）

●申込締切日／ 9 月 24 日（火）

●申込・問合せ／仙北市保健課　 55-1112

社協版
１０月ふれあい子育て広場

　仙北市社会福祉協議会では未就園のお子さんと

ご家族の方を中心に「子どもに起こりやすい事故

の予防と手当・実際かかりやすい病気と看病の仕

方」を皆さんと学びたいと思い企画しました。ぜ

ひ参加してみてください！！

●日時／ 10 月 11 日（金）10：00 ～ 11：00

●場所／田沢湖総合開発センター

●内容／幼児の事故防止と手当について　

　講師：日本赤十字社秋田県支部　稲岡一枝さん

●募集定員／未就園のお子さんとご家族　10 組

●申込締切／ 10 月 4 日（金）

●申込・問合せ／仙北市社会福祉協議会　田沢湖

　支所　 43-1368

平成２６年度
「児童福祉週間」標語の募集について

　毎年 5 月 5 日の「こどもの日」から 1 週間を「児童福祉週間（5

月 5 日～ 5 月 11 日）」と定めて、児童福祉の理念の普及・啓発のた

めの各種行事を行っていますが、平成 26 年度の児童福祉週間に向け

て、その象徴となる標語を募集します。 詳細については、（一 財 ）こ

ども未来財団のホームページ http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/ を

ご覧いただくか、下記までお問い合わせください。 

●募集期間／ 9 月 2 日（月） ～ 10 月 21 日（月）

●募集内容／元気で頑張る子どもたちを応援する標語や未来に向けて

　の子どもたちからのメッセージとなる標語

●主催者／厚生労働省、（社福）全国社会福祉協議会、（一財）こども

　未来財団

●申込・問合せ／（一財）こども未来財団　事業部 標語募集係

　 03-5510-1833
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　皆さん今年の健診結果はどうでしたか？

　ホッとした、もう少し気をつけなきゃな～…　いろんな思いが湧いたなかで、

　今日からできる「一歩」を保健師・栄養士がお手伝いします！

　次の日程で特定健診等の結果の説明会を行います。

　健診の結果をお持ちになって、お近くの会場までお越しください

【日程】

相談日 受付時間 会場

9 月 30 日（月）
10：00 ～ 11：00 戸沢会館

14：00 ～ 15：00 紙風船館

10 月 1 日（火）
10：00 ～ 11：00 桧木内地区公民館

14：00 ～ 15：00 潟野会館

10 月 2 日（水）
10：00 ～ 11：00 西荒井会館

14：00 ～ 15：00 西木保健センター

◆持物／健診結果通知書等、健康手帳（お持ちの方）

◆問合せ／仙北市保健課　 55-1112
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もっとステキな　あなたになるための一歩
健診の結果説明会がはじまります
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